
直島町同窓会開催助成金交付要綱 

 

 （目的） 

第１条 町は、同窓生の親睦を深め町内外の交流を促進することにより町の活性化を図る

ため、直島町立直島小学校並びに直島町立直島中学校（いずれも旧制学校を含む。）の

卒業生が開催する同窓会に要する経費の一部について、予算の範囲内で助成金を交付す

るものとする。 

 

 （同窓会等） 

第２条 この要綱の助成対象となる同窓会（以下「同窓会」という。）は、次の各号に該

当するものとする。 

 一 直島町内で開催されるもの 

 二 同じ年度に卒業した者の全員を対象とするもの（物故者及び住所が不明の者は除

く。） 

 三 原則として対象者数の３割以上の出席があるもの 

２ 同窓会に対する助成金額等は別表に掲げるとおりとする。 

 

 （交付申請書の提出） 

第３条 同窓会の世話人の代表者で助成金の交付を受けようとする者（以下「幹事」とい

う。）は、同窓会開催予定日の１０日前までに、直島町同窓会開催助成金交付申請書

（様式第１号）を町長に提出しなければならない。 

 

 （助成事業の内定等） 

第４条 町長は、前条の規定により提出された交付申請書を審査し、助成することが適当

であると認めるときは、助成事業として決定し、同窓会の幹事に通知するものとする。 

 

 （実績報告） 

第５条 同窓会の幹事は、同窓会が終了したときは、終了の日から３０日以内に直島町同

窓会開催助成金実績報告書兼請求書（様式第２号）に町長が必要と認める書類を添えて、

町長に提出しなければならない。 

 

 （助成金の額の確定） 

第６条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書等を審査し、適当であると認め

たときは、交付すべき助成金の額を確定し、同窓会の幹事に通知するとともに、助成金

を交付するものとする。 



 （助成金の返還） 

第７条 町長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、助成金の交付の決定を取り消

し、既に助成金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。 

 一 この要綱の規定に違反したとき 

 二 虚偽または不正な申請により助成金の交付を受けたとき 

 

 （委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、公布の日から施行する。 

 

別表（第２条第２項関係） 

 項    目       内             容 

 助 成 金 額             
 同窓会の参加人数に２,０００円を乗じて得た額とするが､

 ５０,０００円を限度とする。 

 助成の制限             
 第２条第１項に規定する同窓会に対する助成金の交付は、

 ５年に１回を限度とする。 

 

 

 


